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序文 

 

本校における自己点検・評価は平成 14 年 5 月までは自己点検・評価委員会が実施し，その報

告書を「現状と課題」と題し公表されてきました。その後，平成 16 年に高専機構に統合されて

からは，今回が初の自己点検・評価となります。平成 26 年に外部認証評価において，「基準 9

教育の質の向上および改善のためのシステム」と「基準 11 管理運営」において自己点検・評価

ならびに外部評価の不備の指摘を受けました。これを受け，自己点検・評価委員会規則を改定

し，この委員会において点検・評価項目，事項と観点を定め，今後の方針と実施計画を策定し

ました。その結果として，点検項目ごとに計画的に自己点検・評価を実施し外部評価を受ける

こととしました。 

 そこで前述の外部認証評価の指摘事項を改善するため，本年度は「教育活動における教授方

法の工夫・研究」，「管理運営・財政」，「自己点検・評価」，「外部評価」の４点について

自己点検・評価を行いました。 

 

さて，前回の自己点検・評価より 14 年間で社会情勢や教育環境は大きく変化してきました。

平成 16 年 4 月の国立高専機構への統合にはじまり，平成 17 年 5 月日本技術者認定機構

（JABEE）の生産システム環境工学プログラムが認定を受けました。さらに平成 20 年 3 月には

大学評価・学位授与機構による機関別認証評価において高等専門学校評価基準を満足との評価

を得ました（平成 27 年 3 月に再受審し更新）。また，平成 26 年 12 月には専攻科が大学評価・

学位授与機構による学士の学位授与に係る特例認定受けました。このように教育内容の高度化

が飛躍的になされ、現在においては教育目的や目標にそった教育が行われ、その教育の質の評

価のみならず PDCA サイクルに代表される改善システムの評価が必要とされています。そのた

め、今回自己点検・評価を再構築するにあたりは「教育活動における教授方法の工夫・研究」

「自己点検・評価」、「外部評価」を評価項目に取り入れました。その他の項目については、

今後、画的に自己点検・評価を行い平成 32 年度に全ても項目の点検評価が完成することが決ま

っています。 

 教職員はもちろんのこと本校関係者には、この報告書をご一読いただきご指導ご鞭撻をいた

だきたいと考えます。 

 

平成 29 年 3 月 

群馬工業高等専門学校 学校長 西尾 典眞 
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２．教育活動  

（５）教授方法の工夫・研究 

 

① 教授方法の工夫・研究のための取り組みがなされているか 

（観点に係る状況）  

本校では，次の（１）から（５）に示す取り組みをもとに，教育活動における教授方法の工夫

・研究が実践されている。 

（１）シラバスによる教育内容の明示 

 教務委員会の指示（資料２－５－①－１）に従い，教員は教員業務の手引きをもとにすべての

担当科目に対しシラバスの作成（資料２－５－①－２）を行っている。作成されたシラバスは本

校ウェブサイトにアップロードされ，一般に公開されている（資料２－５－①－３）。 

また，科目担当教員が試験答案を含む成績評価資料を保管する（資料２－５－①－４）ことで

翌年の授業計画の改善に活用できる仕組みとなっている。 

（２）高等教育セミナーの実施 

 教育研究委員会は授業改善に資すため「高等教育セミナー」を企画・開催している（資料２－

５－①－５，６）。このセミナーにより授業の改善と教育の質の向上に効果があることがアンケ

ート結果から確認されている（資料２－５－①－７）。 

（３）研修会等への参加 

 ファカルティ・ディベロップメント（FD）等の教員の能力向上を目的とした研修会等に教員を

参加させている（資料２－５－①－８）。この出張の経費の一部を補助する仕組み（資料２－５

－①－９）があり，学校としてFD活動を推進していると言える（資料２－５－①－10）。この制

度を利用してFD活動に参加した教員は，出張報告書の提出と教員会議での報告が義務付けられて

いる（資料２－５－①－11）。報告書は学内の情報共有システム（グループウェア WeblyGo）に

おいて全教職員に対し公開し，情報の共有化をはかり教育力向上に努めている。 

（４）事務職員による教育支援 

 事務職員が教育研究委員会の構成員として参加し，専門的な視点から広く意見を提示し，教育

改善の支援を行っている（資料２－５－①－12）。 

（５）教育研究支援センターの設置 

 本校では，教育研究支援センターを設置しており（資料２－５－①－13），安全等に配慮した

授業支援を行っている。センター員は技術職員，技術専門職員，技術専門員の技術職員で構成さ

れている（資料２－５－①－14，15）。 

センターの技術職員は，学内外の研修会及び講演会に積極的に参加し，その資質の向上に努め

（資料２－５－①－15，16），更には教育支援や技術支援にとどまらず，技術の研鑽を日々行っ

ている。本校では，センター員の授業支援や技術の研鑽に係る旅費等の一部を補助する体制が整

えられている（資料２－５－①－17，18）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

授業はシラバスを用い計画的かつ効率的行われており，その履行の確認並びに翌年の授業計画

の改善に活用するため成績評価資料が保管されている。教員のFD活動を推進するための体制も整

備され，教員は学内・学外で開催される各種研修会やセミナーに参加し教授方法の改善に務めて
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いる。さらに，事務職員や技術職員による支援体制が整備され，組織的に教授方法の改善への取

り組みがなされている。 

 

② 教員の教育研究活動に対する評価が適切に行われているか 

（観点に係る状況） 

教員の教研究育活動は，次に示す（１）から（８）の方法で適切に評価されている。 

（１）教育研究委員会の設置 

 本校では，教育効果の点検及び改善提案，学生の生活面等の実態調査，教員の教育・研究の啓

蒙計画等，教員間連携の充実に資する方策等に関する事項について審議・評価を行うため教育研

究委員会を設置している（資料２－５－②－１）。委員会は，一般教科（人文・自然）２教科及

び専門学科５学科より選出された教員及び事務部（両課長）で構成され（資料２－５－②－１），

幅広い視点から教育改善に関する検討を行っている。委員会では，「授業･自己評価アンケート」，

「実態調査」等により教育状況の把握に努めている（資料２－５－②－２）。 

（２）授業・自己評価アンケートの実施 

 全授業科目（ただし，演習科目，卒業研究及び専攻科の特別研究，インターンシップ，美術及

び留学生対象科目は除く）において「授業・自己評価アンケート」が実施され授業改善のための

情報収集並びに学生の学習状況に関する情報の収集を行っている（資料２－５－②－３）。 

（３）学生会による意見集約 

 学生からの意見集約の場として学校執行部と学生会代表による教員学生会連絡会が設置されて

いる。学生会は，全学生にアンケート調査を実施し，教員の教育活動についての意見を取りまと

め，これに基いて教員学生会連絡会において意見交換を行っている（資料２－５－②－４）。 

（４）保護者からの意見聴取 

 保護者からの意見聴取は，後援会総会やクラス別懇談会(資料２－５－②－５)に於いて直接行

われる他，年１回開催される保護者に対する授業公開(資料２－５－②－６)の際のアンケート(資

料２－５－②－７)に於いて実施されている。その結果は教育研究委員会で集約されている(資料

２－５－②－８)。 

（５）学科卒業生及び専攻科修了生へのアンケート調査 

 ３年に１度，教育研究委員会により，本科卒業生及び専攻科修了生に対しアンケート調査(資料

２－５－②－９～12)を実施し，卒業後の学修の成果の確認から本校の教育目標の点検・評価を行

っている。 

（６）学科卒業生・専攻科修了生受け入れ機関へのアンケート調査 

 学科卒業生及び専攻科修了生の受け入れ先となった機関（企業及び大学・大学院）に対し，３

年に１度アンケート調査を実施し(資料２－５－②－13～15)，本校の学習･教育目標が社会に出る

学生の教育目標と合致しているか確認し評価を行っている。また，アンケートには，自由記述欄

が設けられており幅広く意見聴取を行っている(資料２－５－②－16)。 

（７）ベストティーチャーの選出 

 本科３年生から５年生の学生に対して実施している「学生による教員の評価アンケート」の結

果に基づき，各学科上位３名のベストティーチャーを選出している(資料２－５－②－17)。この

結果は掲示板で学内に公表されている。 

（８）外部有識者との懇談会 
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 本校では産学連携を推進するため群嶺テクノ懇話会が組織されている。この懇話会に所属する

企業の外部有識者に教育活動に対し広く意見を求め，本校の教育課程の在り方について改善を行

う目的で懇談会を実施している（資料２－５－②－18）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教育研究委員会による各種アンケートの実施，教員学生会連絡会を通しての学生からの意見聴

取，授業公開及びクラス別懇談会を利用した保護者からの意見収集，教員相互の授業見学の実施

等さまざまな視点・観点から情報が収集されており教育研究活動の評価が適切に行われている。 

 

③ 教育改善の仕組みが整備され，有効に機能しているか 

（観点に係る状況） 

本校では，次の（１）から（６）に挙げる取り組みにより教育改善を行っている。 

（１）教育研究委員会の役割 

 平成24年６月に教育改善PDCAサイクルを改訂し，より効率的で実効性のあるサイクルを構築す

る中で教育研究委員会の役割が明示された(資料２－５－③－１)。教育研究委員会は，学生に対

し，授業ごとの「授業・自己評価アンケート」と「実態調査」の２つの調査を実施している。当

委員会ではこれらのアンケート結果を集約し，運営委員会に改善の提言を行っている。運営委員

会で検討された改善策は，教務委員会並びに専攻科委員会等の関連部署で実施されている(資料２

－５－③－２)。 

「授業・自己評価アンケート」の授業評価で高評価（4.5点以上）を受けたものについては，そ

のアンケート結果が情報共有システム（グループウェア WeblyGo）上に別フォルダーとしてまと

めて掲載され（資料２－５－③－３），各教員が授業改善の参考にしやすいように工夫されてい

る（資料２－５－③－４）。また，この評価の全設問の平均が教育研究委員会で定められた基準

より低い（2.5点以下）場合，その科目の担当教員は授業改善シートに具体的な改善策を記入し教

育研究委員会に提出する。これにより，科目担当教員は授業改善に努める（資料２－５－③－５，

６）。 

 「授業・自己評価アンケート」の自己評価においては，家庭での学習習慣や授業理解度を学生

本人に認識させるとともに，その集計結果は教員の授業改善に役立てられている。 

「実態調査」は毎年１年生（資料２－５－③－７），３年生（資料２－５－③－８），５年生

（資料２－５－③－９）に対して実施され，学生の勉学と生活についての実態を調査している。

その集計結果は，学内の情報共有システム（グループウェア WeblyGo）にアップロードされ，教

育改善に活用されている。 

（２）教員学生会連絡会 

 学生会代表が，教務・学生・寮務の各主事，専攻科長及び学生課長の学校側代表と意見交換を

行うため，教員学生会連絡会（資料２－５－③－10）が年に２回実施されている。学生会は，全

学生に対し事前に教育環境や授業方針等に関するアンケート調査を実施し，その結果に基づいて

学生会と学校側は意見交換を行う。授業に関する意見は，教務主事経由で科目担当教員に通知さ

れ，教育改善に活用される。 

（３）教員相互の授業見学の実施 

 教育研究委員会は授業見学の期間を定め，各教員に対し積極的な授業見学を行うことで授業改
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善に活用することを推奨している。授業を見学した際に提出される授業見学メモは，教育研究委

員会が集約し授業担当教員に送付され授業改善に役立てられる（資料２－５－③－11）。 

（４）保護者への授業公開 

 年に２回，保護者に対し授業を公開する期間を設けている（資料２－５－③－12）。見学した

保護者からのアンケートの結果は，教育研究委員会が取りまとめている（資料２－５－③－13）。 

（５）研究成果の教育への反映 

 各科目担当教員は，各自の専門分野の内容に関連した科目を担当しており，専門分野の研究内

容においては学会等で適宜報告する（資料２－５－③－14～17）とともに，学外との共同研究・

受託研究を行っている（資料２－５－③－18）。学会等における教員による研究成果の発表を踏

まえ，専門分野の学術的動向や内容，さらには企業や市場との関連を確認・理解し，授業の中に

盛り込むことで教育活動の改善に反映させている例もある（資料２－５－③－19）。 

（６）その他の教育改善事例 

 本校では，高等教育セミナー（資料２－５－③－20）において全教員を対象にアクティブラー

ニングの研修を行っている。また本校では，毎年開催される高専機構主催のアクティブラーニン

グに関する研修会（資料２－５－③－21）への参加を推奨している。これらの結果，いくつかの

授業においてアクティブラーニングの導入による授業改善が行われた（資料２－５－③－22）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

アンケート等を通じ，本校の教育目標に沿って教育活動が行われているかについての点検結果

は教育研究委員会により集約され，運営委員会の議を経て改善される仕組みがあり十分に機能し

ている。 

以上のことから，本校では，PDCAサイクルが機能し教育改善が行われていると言える。 
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８．管理運営，財政  

 

① 学校の管理運営ならびに教育活動等に関する重要事項決定の方法・体制が整備されているか 

（観点に係る状況）  

 校長の役割は，学校教育法第 120 条（資料８－①－１）に規定され，高等専門学校においては，

学校の管理運営等について最終意思決定を行うこととなっており，本校においても教育研究等

の最高責任者として，学内コンセンサスに留意しながら，管理運営を行っている。 

 校長の下には，校長の命を受けた，教務，学生，寮務の３主事，企画主事，専攻科長，校長補

佐（研究・地域連携推進担当）が置かれ，それぞれの業務を掌理し，校長を補佐している。３

主事については，学則第９条（資料８－①－２）にその役割を規定しており，教務主事は教育

計画の立案その他教務に関する業務，学生主事は学生の厚生補導に関する業務，寮務主事は寄

宿舎における学生の厚生補導に関する業務を行っている。企画主事は校長に指示された業務の

企画運営に関する業務を行っている（資料８－①－３）。専攻科長は専攻科課程における教育

研究指導に関する業務を行っている。校長補佐（研究・地域連携推進担当）は研究，産学連携，

知財推進に関する業務を行っている（資料８－①－４）。 

 運営組織としては，校長の下に各科長等を置き，それぞれの組織における管理・運営に携わっ

ている（資料８－①－５）。 

 本校においては，校長を補佐し機能的な学校運営を行うため，校長，３主事，企画主事，専攻

科長，校長補佐（研究・地域連携推進担当）及び事務部長で構成する執行運営部会を設置し，

重要な事項について，迅速に協議し，教育研究活動の経営基盤の強化を図っている（資料８－

①－６）。 

 また，校長と３主事，企画主事，専攻科長，校長補佐（研究・地域連携推進担当），各科長等

で構成する運営委員会を毎月定期的に開催し，校長を補佐するとともに意思の統一と情報の共

有を図っている。 

 さらに，運営委員会をはじめとする 33 の委員会を設置するとともに適宜ワーキンググループ

を設け，専門的分野での立案，検討及び調整を図りつつ，校長は学校運営の重要課題等につい

ては，運営委員会で意見を聴取しながら管理運営を行っている（資料８－①－７）。 

 これらの審議事項等（議事録）は，学内の情報共有システム（グループウェア WeblyGo）（資

料８－①－８）を整備し，閲覧できる体制となっている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の管理運営等に関する最高責任者である校長の責務は多岐にわたるため，３主事，企画

主事，専攻科長，校長補佐（研究・地域連携推進担当），各科長等が配置され，各種委員会等

の組織も整備されている。校長は機動的な学校経営を行うための執行運営部会や，校務全体を

把握するための運営委員会を定期的に開催し，校長の運営方針等が具体的施策に反映できるよ

う意見の聴取及び情報の共有が行われており，学校の教育研究上の目的を達成するために効果

的な意思決定を行える態勢となっている。 

 以上のことから，本校では教育研究等に関する目的を達成するために，校長，各主事，専攻

科長，校長補佐（研究・地域連携推進担当）及び委員会等の役割が明確になっており，校長の

リーダーシップの下，管理運営に関する効果的な意思決定を行う方法と体制が確立されている。 
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② 学校運営の規則が制定され，事務組織が整備されているか 

（観点に係る状況） 

事務部には，総務課及び学生課を置き，総務課には，課長補佐（総務担当），課長補佐（財務

担当），総務・広報・評価係，人事・労務係，研究推進・地域連携係，財務係，経理係，施設管

理係を，学生課には，教務係，学生支援係，学生生活係，学術情報係を置き，「群馬工業高等専

門学校事務組織規則」に記載の，それぞれ所掌事務を行っている（資料８－②－１，２）。 

事務部内の連絡を密にし，円滑な学校運営を図ることを目的とし，定期的に，事務連絡会を開

催し，各課の懸案事項や報告事項の確認を行っている（資料８－②－３）。 

新規採用の事務職員に対し，本校事務職員としての使命と心構えを自覚させるとともに，職務

遂行上の基礎知識を養成し，意識の高揚と事務職員としての一体感を培うことを目的とした，研

修会を行っている。また，会計担当職員に対して，毎年度，公的研究費使用等についての勉強会

を行っている（資料８－②－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

群馬工業高等専門学校事務組織規則に基づき，事務組織が整備され，それぞれの所掌事務を行

っている。また，円滑な学校運営を図るため，定期的に事務連絡会を開催し，各課の懸案事項や

報告事項の確認を行っている。さらに，各種研修会に積極的に参加させるなど事務職員の資質向

上等のための取り組みがなされている。 

 

③ 学校の方針に基づき予算が編成され，適切に執行されているか 

（観点に係る状況） 

予算の配分及び執行について，機構からの当初配分予算により，毎年度，基本方針，経費配分

項目，配分方法及び単価を定めて行っている（資料８－③－１）。 

予算配分は，基本方針及び校長裁量経費配分方針に基づき，研究支援経費・国際連携活動経費

・外国語教育支援経費・男女共同参画推進経費・技術職員支援業務促進経費等の戦略的・重点的

な配分を行っており（資料８－③－２），それらの予算執行関係書類については，会計担当部署

で，随時，監査・確認を行っている。 

また，毎年度，会計内部監査を実施し（資料８－③―３），予算の執行状況や支払関係書類の

監査を行っている。 

さらに，高専相互会計内部監査を実施し，他高専の会計担当による会計監査も行っている（資

料８－③―４）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

予算配分の基本方針等を定め予算編成が行われ，定期的な内部会計監査及び外部機関による会

計監査により適切な執行を確認している。 

 

④ 外部資金が管理され，適切に執行されているか 

（観点に係る状況） 

科研費，企業からの受託研究費，共同研究費，受託事業，寄附金等の外部からの財務資源につ
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いて，定時開催の執行運営部会及び運営委員会で，直近の外部資金受入状況を報告（資料８－④

－１）しており，それらの予算執行関係書類については，会計担当部署で，随時，監査・確認を

行っている。 

また，毎年度，会計内部監査を実施し（資料８－④－２），予算の執行状況や支払関係書類の

監査を行っている。 

さらに，高専相互会計内部監査を実施し，他高専の会計担当による会計監査も行っている（資

料８－④－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

科研費及び共同研究費等の学外資金は，定期的に執行運営部会等に報告されており，定期的な

内部会計監査及び外部機関による会計監査により執行を確認しており，適切に管理している。 

 

⑤ 研究者倫理及び公的資金に関するコンプライアンスへの取り組みがなされているか 

（観点に係る状況） 

全教職員（人事交流者を含む。）を対象に，コンプライアンス・マニュアル（資料８－⑤－１）

を配布している。また，本校で実施する新任教員研修においては，コンプライアンス・マニュア

ルを使用しているほか，コンプライアンスに関するセルフチェックを実施し，コンプライアンス

に関する啓発を行っている。 

教員会議及び事務連絡会において，公的研究費の適正な使用及び不正防止について，全教職員

へ説明し，周知徹底を行っている。また，説明終了後，理解度アンケートを実施し，特に理解度

の低い教職員に対しては個別に指導を行っている。なお，欠席した教職員へは，別途資料を配付

し，熟読のうえ理解度アンケートを提出するよう求めている。 

また，新任教職員に対して，「公的研究費使用マニュアル【群馬高専版】」（資料８－⑤－２）

を配付・説明を行っている。 

「公的研究費使用マニュアル【群馬高専版】」（資料８－⑤－２（再掲））は，随時，内容の

見直しをし，改訂を行っている。 

さらに，会計担当職員に対して，毎年度，公的研究費使用等についての勉強会を行っているほ

か，毎年度，内部監査及び高専相互会計内部監査を実施し，取引業者の売上帳等と本校会計伝票

との突合を行う等の監査体制を強化している。また，内部監査においては，契約担当以外や総務

担当の職員も監査職員に選出して行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

全教職員を対象に，コンプライアンス・マニュアルを配布し，本校で実施する新任教員研修会

では，当該マニュアルを使用した研修を実施しているほか，コンプライアンスに関するセルフチ

ェック，公的研究費の適正な使用及び不正防止の説明会を実施し，コンプライアンスに関する啓

発が図られている。 

監査体制を強化した，内部監査等が行われている。 

 

⑥ リスク管理の体制が整備され，機能しているか 

（観点に係る状況） 
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リスク管理基本マニュアル（資料８－⑥－１）を作成，周知を行い，リスク発現防止を行って

いる。また，リスク発生時においては，迅速な意思伝達及び指示が可能となるよう，事象ごとに

フローチャートを設定（資料８－⑥－２）するとともに，緊急メール連絡網システム（資料８－

⑥－３）や本校ウェブサイトを活用したリスク管理体制を整備している。これを活用した例とし

て，悪天候の際に当該緊急メール連絡網システムや本校ウェブサイトを活用し，学生に自宅待機

等に関する連絡をする等事故等防止に取り組んでいる。 

また，災害時の学生行動指針としては，大地震対応マニュアル（学生用，寮生用，常時携帯用）

を作成し本校ウェブサイトで公開するとともに，地震発生時の行動マニュアルを記載したクリア

ファイル（資料８－⑥－４）を入学時に配布し，毎年，防災訓練を実施（資料８－⑥－５）して

いる。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 各種マニュアルが作成，周知されており，リスク管理体制が十分に構築され，適正に運用され

ている。  
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９．自己点検・評価  

 

① 自己点検・評価の方針・方法が整備され，実施されているか 

（観点に係る状況）  

  学校教育法第109条第１項には「大学は，その教育研究水準の向上に資するため，文部科学大

臣の定めるところにより，当該大学の教育及び研究，組織及び運営並びに施設及び設備（次項に

おいて「教育研究等」という。）の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表する

ものとする。」と定められており（資料９－①－１），本校では「群馬工業高等専門学校自己点

検・評価委員会規則」を制定し，自己点検・評価の実施方針と方法を定めている（資料９－①－

２）。自己点検・評価委員会は，高等専門学校の活動の総合的な状況に関する自己点検・評価の

実施，外部評価の受審，評価結果の公表，評価結果に基づく改善や評価項目の見直しに関する事

項を審議し，各事項を実施する。自己点検・評価にあたっては，（１）教育理念・目標，（２）

教育活動，（３）研究活動，（４）教員組織，（５）施設設備，（６）国際交流，（７）社会と

の連携，（８）管理運営・財政，（９）自己点検・評価，（10）外部評価，の10項目にわたる点

検・評価項目を策定し，各項目には複数の具体的な点検・評価事項と観点が設定されている（資

料９－①－３）。これらの策定項目・事項・観点に基づき，関係委員会と関連部署により，教育

研究活動，地域連携，学校運営等の実態を示すデータや根拠資料の収集と蓄積，学校構成員の意

見の聴取等が行われ，自己点検・評価が実施される。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

  本校では「群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則」が制定され，自己点検・評価の

実施方針・方法が定められている。それに基づいて，自己点検・評価委員会による自己点検・評

価の実施，外部評価の受審，評価結果の公表，評価結果に基づく改善や評価項目の見直しが行わ

れる体制が整備されている。自己点検・評価にあたっては，点検・評価の項目・事項・観点を学

校として策定し，それに対応するデータや資料の収集，学校構成員の意見の聴取等が関係組織に

より行われ，点検・自己評価が実施されている。以上のことから，本校では，高等専門学校の活

動の総合的な状況に対する自己点検・評価の方針・方法が整備され，自己点検・評価が適切に実

施されている。 

 

② 自己点検・評価を行うための学内組織が整備され，機能しているか 

（観点に係る状況） 

  本校には，「群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則」に基づき，自己点検・評価の

実施及び外部の有識者による検証の実施のため，自己点検・評価委員会が設置されている（資料

９－②－１）。委員会は，校長，教務・学生・寮務の３主事，企画主事，専攻科長，校長補佐

（研究・地域連携推進担当），各科長，各センター長，事務部長，総務課長及び学生課長等によ

り構成される。委員会には委員長を置き，校長をもって充てる。また，委員会には，企画主事を

部会長とする専門部会を設置するとともに，企画主事のもと，適宜ワーキンググループを設け，

自己点検・評価に関する事項の立案，検討，調整を図りつつ，関係委員会及び関連部署と連携し

て，自己点検・評価を実施する（資料９－②－２）。委員会の事務は，総務課で処理される。 
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（分析結果とその根拠理由）  

  本校では，「群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則」に基づき，自己点検・評価委

員会が設置されている。委員会は，校長を委員長とし，各主事，校長補佐，各科長，各センター

長，事務部長等により構成されている。委員会には，企画主事を部会長とする専門部会が設置さ

れ，学内関係組織と連携して，自己点検・評価に関する業務が行われている。以上のことから，

本校では自己評価を行うための学内組織が整備され，機能している。 

 

③ 自己点検・評価結果が公表されているか 

（観点に係る状況） 

本校では，自己評価実施規則に基づき，自己点検・評価委員会が設置されている。自己点

検・評価委員会は，自己評価実施規則に基づき評価結果の公表を行う（資料９－③－１）。 

定期的に行われる自己点検・評価の結果は，全て文章にまとめられ，本校ウェブサイト上に

て公表される（資料９－③－２）。（平成 28 年度自己点検・評価結果は３月末に公表。） 

過去においては，平成８年度から，内部点検・評価結果を「現状と課題」と題した報告書

にまとめ，これまでに５回公表している（資料９－③－３）。また，平成 25 年度で第 2 期

中期目標期間が終了することを踏まえ，当該期間中における群馬工業高等専門学校の業務の

実績をとりまとめて学校としての内部評価を行い，内部評価の結果は，外部有識者による検

証・評価を受けた。詳細は，本校ウェブサイト上にて「外部評価結果報告書」として公開さ

れている（資料９－③－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

過去に実施された内部点検・評価結果は，刊行物や本校ウェブサイトにて学内外に広く公表さ

れているが，学校が独自に策定した観点に基づく自己点検・評価の実施とその結果の公表は十分

になされていなかった。今後，自己点検・評価委員会により定期的に実施される自己点検・評価

結果は，本校ウェブサイト上にて公表される。以上のことから，本校での自己点検・評価結果の

公表は，改善に向けて取り組まれている。 

 
 
④ 自己点検・評価結果をフィードバックするための仕組みが整備され，機能しているか 

（観点に係る状況） 

本校では，自己評価実施規則に基づき，自己点検・評価委員会が設置されている。自己点

検・評価委員会は，自己評価実施規則により，評価結果に基づく改善や評価項目の見直しを

行う（資料９－④－１）。 

定期的に行われる自己点検・評価結果については，自己点検・評価委員会で検討を行う。

検討に基づく改善や評価項目の見直しについては，PDCA サイクルに基づき，運営委員会の

議を経て，関係委員会及び関連部署で適切に実施される。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

過去においては自己点検・評価結果を適切にフィードバックするための仕組みが十分に整備さ

れていなかったが，平成 28 年７月に，自己点検・評価委員会が設立され，自己点検・評価結果
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について検討が行われる体制が整った。検討に基づく改善や評価項目の見直しについては，PDCA

サイクルに基づき，適切に実施される。以上のことから，本校では自己点検・評価結果を活用し，

フィードバックする体制が整っている。 
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10．外部評価  

 

① 外部評価を受審するための方針・方法が整備され，実施されているか 

（観点に係る状況）  

本校では群馬工業高等専門学校外部評価実施規則（資料10－①－１）に基づき自己点検・評価

の結果について有識者による検証を受ける外部評価の実施方針・方法が定められている。また，

外部評価を受けるための対応として，自己点検・評価委員会規則（資料10－①－２）に基づき，

方針・方法が定められている。この規則に基づき平成28年７月の運営委員会において自己点検・

評価並びに外部評価の実施時期が決定されている（資料10－①－３）（資料10―①－４）。自己

点検・評価を行った翌年度に外部評価を受け，その結果を踏まえ，７年に１回機関別認証評価を

受審することが決定している。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

自己点検・評価の結果の検証のための外部評価を受けるための規則が整備され，また，具体的

な実施時期が定められている。 

 

② 外部評価を受審するための組織が整備されているか 

（観点に係る状況） 

本校では外部評価を受審するための組織として，群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員

会規則（資料10－②－１）に基づいて，校長，４主事，専攻科長，校長補佐らにより構成され

る自己点検・評価委員会が学内に整備されている。本委員会には，自己点検・評価の専門的事

項を調査検討するため，専門部会が設置され，部会長及び副部会長が置かれる。なお，部会長

は企画主事が担当する。 

自己点検・評価の結果について検証を行うために外部の有識者による外部評価を受ける（資

料10－②－２）。評価委員が選定・招集されて外部評価委員会が組織される。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

自己点検・評価の結果の検証のため外部評価を行う組織は，外部評価実施規則により必要に応

じて適切に組織される体制が整っている。 

 

③ 有識者による外部評価を受けているか 

（観点に係る状況） 

自己点検・評価の検証を目的とした有識者による外部評価を受けていない。しかし，これとは

別に，平成25年度には第２期中期期間に係る業務実績に対して，外部有識者による外部評価委員

会が設置され，本校独自に外部評価が実施された（資料10－③－１）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 自己点検・評価の結果を検証することを目的とした外部評価を受けていない。しかし，これと

は別に，平成25年度には，外部有識者により構成される外部評価委員会から外部評価を受けた実

績がある。 
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④ 高等専門学校機関別認証評価等を受審しているか 

（観点に係る状況） 

平成26年度に高等専門学校機関別認証評価を受審し，その結果，高等専門学校評価基準を満

たしていると認定されている（資料10－④－１）。平成26年度には日本技術者教育認定機構

（JABEE）から，生産システム環境工学プログラムが，JABEE技術者教育プログラムとして６年

間の認定を受けた（資料10－④－２）。 

 

 （分析結果とその根拠理由） 

 平成26年度に機関別認証評価を受審し認定されている。さらに日本技術者認定機構によるプロ

グラム認定も受けており，適切に受審している。 

 

⑤ 外部評価及び機関別認証評価等の結果が公表されているか 

（観点に係る状況） 

 自己点検・評価に基づく外部評価は，制度設定が行われたのみであり，まだ実施されていない。

一方，平成26年度に受審した機関別認証評価の結果について，本校ウェブサイト（資料10－⑤－

１）に掲載・公表されている。 

 

 （分析結果とその根拠理由） 

 平成28年度に外部評価の実施が決定しており，平成29年度に結果を公開する。平成26年度に認

定された機関別認証評価については適切に公表されており，広く社会に向けて発信されてい発信

されている。 

 

⑥ 外部評価及び機関別認証評価等の結果をフィードバックするための仕組みが整備され，機能し

ているか 

（観点に係る状況） 

有識者による外部評価及び機関別認証評価等の結果に基づく改善や評価項目の見直しに関する

ことを，自己点検・評価委員会により審議することとなっている（資料10－⑥－１）。この審議

結果に基づき，運営委員会において改善に関わる意思決定がなされ，必要に応じて各委員会にお

いて実施される仕組みとなっている（資料10－⑥－２）。 

外部評価の結果のフィードバックにより教育研究等の改善につながっている例は，自己点検・

評価及びその検証のための外部評価を実施する仕組みが見直されたことである。平成26年度に受

審した機関別認証評価の結果，学校独自に策定した観点に基づく自己点検・評価を行い，その検

証のために外部評価を受ける必要があることが指摘された。これを受け，運営委員会により，学

内に新たな組織として自己点検・評価委員会が立ち上げられた（資料10－⑥－３）。 

平成26年度にJABEEを受審した際の指摘事項は，運営委員会の議を経て専攻科委員会により改

善された（資料10－⑥－４）。 

 

 （分析結果とその根拠理由） 

外部評価及び機関別認証評価等の結果をフィードバックするためのPDCAサイクルの仕組みは十分
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に整備されている。また，この仕組みに基づき，指摘事項の改善が図られた実績がある。 
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総 括 

 

平成28年度は「教育活動における教授方法の工夫・研究」，「管理運営，財政」，「自己点検・評

価」，「外部評価」の４点について自己点検・評価を行った。 

教授方法の工夫・研究については，その取り組み内容，教育活動の評価，教育改善の観点から点検

・評価を行った。教授法の工夫・研究の取り組みについては，FD活動を推進するための体制が整備さ

れているとともに，教員が学内・学外で開催される各種研修会やセミナーに参加し教授方法の改善に

務めている点を特徴としてあげることができる。教育活動の評価については，各種アンケートを実施

するとともに，学生や保護者からの意見聴取，さらには教員相互の授業見学の実施等，さまざまな視

点・観点から情報が収集されて評価が実施されている。教育改善については，教育研究委員会が評価

結果を集約し，運営委員会において改善の取り組みが決定されるPDCAサイクルが機能し教育改善が行

われていると言える。 

 管理運営，財政については，運営方法・体制，規則・組織，予算編成・執行，外部資金の管理・執

行，コンプライアンスへの取り組み，リスク管理の観点より自己点検・評価を行った。運営について

は，校長，各主事，専攻科長，校長補佐（研究・地域連携推進担当）及び委員会等の役割が明確にな

っており，校長のリーダーシップの下，管理運営に関する効果的な意思決定を行う方法と体制が確立

されている。運営の規則・組織に関しては事務組織規則に基づき，事務組織が整備され機能している。

予算の編成・執行については，定められた予算配分の基本方針等の下に予算編成が行われ，適宜会計

監査が実施され，適切な執行を確認している。外部資金の管理・執行についても会計監査により執行

を確認しており，適切に管理している。コンプライアンスへの取り組みに関してはマニュアルの配布

と不正防止の説明会等を行うことで啓発が図られている。リスク管理の体制においても，各種マニュ

アルが作成，周知されており，リスク管理体制が十分に構築され，適正に運用されている。 

 自己点検・評価については，その方針・方法，組織，結果の公表，フィードバックの観点で点検・

評価を行った。自己点検・評価委員会規則が制定され，委員会が組織されている。この規則により実

施方針・方法が定められているとともに，学校独自で定めた項目，観点について点検・評価が適切に

実施されている。評価結果の公表については，今回が独自に策定した観点による初めての評価である

ため，現時点においては，十分になされていない。今後，自己点検・評価委員会により定期的に実施

される自己点検・評価結果は，本校ウェブサイト上にて公表されることとなっており，改善に向けて

取り組んでいる。評価結果のフィードバックについては自己点検・評価委員会規則に基づき，本委員

会において評価結果について検討が行われる体制が整っている。 

外部評価については，その方針・方法，組織，結果の公表，フィードバックの観点で点検・評価を

行った。方針・方法と組織については外部評価実施規則に基づき，自己点検・評価委員会において具

体的な実施時期が定められ，体制が整っている。しかし，平成26年機関別認証評価は受審しているも

のの，自己点検・評価の結果を検証することを目的とした外部評価は受けられていない。これについ

ては平成29年度の実施，その結果を公表する予定である。外部評価結果のフードバックに関しては

PDCAサイクルの仕組みが整備され，機関別認証評価結果において指摘事項の改善が図られた実績があ

る。 
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(出典 平成 27 年度第 830 回教員会議資料一部抜粋)
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シラバスのウェブ公開 
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(出典 群馬高専ウェブサイト)
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平成 26 年度高等教育セミナー実施要項 

 

日時：平成 26 年 10 月 22 日（水）15:00～16:30（講演 1 時間、質疑応答 30 分） 

内容：キャリア教育について 

講師：筑波大学名誉教授  渡辺三枝子 氏 

対象：本校教職員 

 

趣旨：キャリア教育の背景や今後の方向性等、キャリア教育全般について本校教職員が理 

解を深め、今後の施策の一助とする。例えば、下記事項について実施例等を含め情 

報を得る。 

 

１．キャリア教育とはどのようなものか 

２．キャリア教育は何故必要か 

３．海外の動向 

４．日本のキャリア教育政策は今後どのように展開されるのか 

５．高校と大学におけるキャリア教育の内容や取り組み方の違い 

６．高専でキャリア教育に取り組む際の勘所、等。 

 

プログラム 

  15：00～16：30 講演（質疑応答を含む） 

  16：30～17：30 幹部教職員と討論 

  17：00 懇親会会場へ移動 

  17：30～19：30 懇親会 

    ※高専メンバー：校長，3 主事，専攻科長，教育研究委員会委員長 

  18 時頃の新幹線で東京へ 

       (出典 平成 26 年度第 797 回教員会議資料一部抜粋)
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資料２－５－①－６

平成 27 年度高等教育セミナー 

       (出典 平成 27 年度第 816 回教員会議資料一部抜粋)
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資料２－５－①－７

平成 24 年度高等教育セミナーの効果に関するアンケート結果 
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       (出典 学生課資料)
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資料２－５－①－８

群馬工業高等専門学校年度計画における実績報告 

 

【26 年度実績】 

○ ファカルティ・ディベロップメント等の教員の能力向上を目的とした機構や他機関が実施す

る研修会等に教員を参加させた。（11 件 41 名） 

高専機構が実施したもの 

 メンタルヘルス研修 平成 26 年 5 月 26 日（月） 13 名参加 

 情報セキュリティートップセミナー 平成 26 年 6 月 24 日（火） 13 名参加 

 新任教員研修会 平成 26 年 8 月 20 日（水）～8 月 22 日（金） 6 名参加 

 教員研修（管理職研修） 平成 26 年 7 月 31 日（木）～8 月 1 日（金） 2 名参加 

 英語授業講義力強化プログラム 平成 26 年 8 月 21 日（木）～8 月 22 日（金） 1 名参加 

 教員研修（クラス経営・生活指導研修） 平成 26 年 9 月 1 日（月）～9 月 3 日（水）1 名参加 

 情報担当者研修会及び高専統一ネットワークシステム導入検討会 

    平成 26 年 11 月 10 日（月）～11 月 12 日（水）1 名参加 

 平成 26 年度教育評価研修 平成 26 年 12 月 16 日（火）～12 月 17 日（水）1 名参加 

 ＣＢＴ問題作成研修 平成 27 年 2 月 9 日（月）1 名参加 

 教職員向けトレーニング「office 365 Education & Microsoft Azure」 平成 27 年 3 月 25 日

（水）1 名参加 

 学習管理システム Blackboard の導入及び Blackboard 講習会平成 27 年 3 月 26 日（木）１名参

加 

【27 年度実績】 

○ファカルティ・ディベロップメント等の教員の能力向上を目的とした機構や他機関が実施する

研修会等に教員を参加させた。（17 件 304 名） 

高専機構が実施したもの  

 新任教員研修会 ４名  

 教員研修（管理職研修） １名 

 中堅教員研修 １名 

 情報担当者研修会 １名 

 情報セキュリティ講習会 １名 

 情報系教員対象情報セキュリティ講習会 １名 

 アクティブラーニングトレーナー教員研修会 ２名 

 アクティブラーニング研究フォーラム ２名 

 インストラクショナルデザイン研修 １名 

 CITI Japan 責任ある研究行為：基盤編 ７８名 

 外部資金獲得 WS ７名 

 ＷＲＡＰ 講習会 ２６名 

群馬高専が実施したもの 

 新任教員研修会 １１名（３回） 

 アクティブラーニング講習会 ５０名 
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 ハラスメント防止研修 ７０名 

 情報モラルとサイバー犯罪 ４４名 

 救命講習会 ４名 

【28 年度実績(H29.1 時点）】 

ファカルティ・ディベロップメント等の教員の能力向上を目的とした機構や他機関が実施する研

修会等に教員を参加させた。（９件２０名） 

高専機構が実施したもの  

 新任教員研修会 5 名参加  

 教員研修（管理職研修） ２名参加 

 中堅教員研修 １名参加 

 情報担当者研修会 ２名参加 

 情報系教員対象情報セキュリティ講習会 １名参加 

 アクティブラーニングトレーナー教員研修会 １名参加 

 インストラクショナルデザイン研修 １名参加 

群馬高専が実施したもの 

 新任教員研修会 ５名参加 

 救命講習会 ２名参加 

 

8/9-10 高専・長岡技科大教員交流研究集会（１名） 

8/25-26 全国高専フォーラム（１名） 

12/16 函館高専第３回アクティブラーニング研究シンポジウム（１名） 

 

また、研修会等参加者には後日、関係する委員会や教員会議での報告を依頼している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典 群馬工業高等専門学校年度計画における実績報告)
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       (出典 平成 24 年度教員会議資料一部抜粋)
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-1- 

 

 

資料２－５－①－10

 

(出典 平成 28 年度教員会議資料一部抜粋)
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(出典 平成 28 年度教員会議資料一部抜粋)

32



群馬工業高等専門学校 基準２ 
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       (出典 平成 28 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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       (出典 群馬工業高等専門学校規則一部抜粋)
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教育研究支援センター組織 
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       (出典 本校ウェブサイト)
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(出典 群馬工業高等専門学校規則一部抜粋)

38



群馬工業高等専門学校 基準２ 
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(出典 校報および教育研究支援センター年報一部抜粋)
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資料２－５－①－17

 

 

 

(出典 校報および教育研究支援センター年報一部抜粋)
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(出典 教育研究支援センター年報第２号（平成 23 年）一部抜粋)
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(出典 群馬工業高等専門学校規則一部抜粋)
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資料２－５－①－19

平成 28 年度支援業務促進経費申請案件一覧および支援対象 

 

(出典 総務課資料)
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資料２－５－①－20

教育研究支援センター年報平成 23 年第２号目次 

 

(出典 教育研究支援センター年報第２号（平成 23 年）)
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教育研究支援センター年報平成 24 年第３号目次 

 

(出典 教育研究支援センター年報第３号（平成 24 年）一部抜粋)
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教育研究支援センター年報平成 24 年第３号 QR コードを用いた試薬・廃液管理プログラムの開発と実用化 
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(出典：教育研究支援センター年報第３号（平成 24 年）一部抜粋)
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資料２－５－①－23

教育研究支援センター年報平成 24 年第３号 等電位線実験装置の製作 
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(出典 教育研究支援センター年報第３号（平成 24 年）一部抜粋)
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群馬高専レビュー平成 24 年度第 31 号出前セミナー用マイクロスケール発光教材の開発 
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(出典 教育研究支援センター年報第３号（平成 24 年）一部抜粋)

52



群馬工業高等専門学校 基準２ 
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(出典：群馬高専レビュー平成 24 年度第 31 号一部抜粋)
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       (出典 群馬工業高等専門学校教育研究委員会規則一部抜粋)
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   (出典 平成 25 年度教育研究委員会資料)
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       (出典 教育研究委員会資料)
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資料２－５－②－４

群馬工業高等専門学校教員学生会連絡会内規 

 

 

 

     (出典 群馬工業高等専門学校規則)
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       (出典 平成 28 年度後援会事業計画)
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平成２８年１０月吉日

 

保 護 者 各 位 

 

群馬工業高等専門学校長      

西 尾 典 眞     

 

平成２８年度後期授業公開について 

 

 保護者の皆様には、本校の教育活動に関して多大な御協力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

 このたび、下記のとおり「授業公開」を実施いたします。保護者の皆様には、本校の教育を御

理解いただき、また、学生にとっても勉学意欲を高める良い機会になると思われますので、御参

加くださいますよう御案内いたします。 

 なお、期間中、本校教員も授業見学に訪れる場合がありますことを申し添えます。 

 

記 

 

１．日  時 平成２８年１０月１９日（水）～２１日（金） 

午前９時から授業終了時まで 

 

２．対 象 者 本校学生の保護者 

 

３．対象授業 原則として全科目（専任教員・非常勤講師担当）を公開対象としますが、授業に

支障がある等のやむを得ない理由により、公開不可とする科目もあります。 

授業公開用の時間割表については、１０月上旬に本校ホームページへ掲載する予

定です。 

 

４．見学要領 

（１）見学前に学生課教務係（管理棟１階）で受付を済ませてください。受付の際、入校証をお

渡しいたします。見学に当たっては、必ず入校証を着用してください。 

（２）授業は、教室の後方で見学してください。 

学生への問いかけや、実験装置へ触れる等の行為は御遠慮願います。 

（３）公開対象授業については、事情により変更する場合がありますので、御承知おきくださ

い。 

（４）受付時にお渡しする「授業見学メモ」を記入していただき、お帰りの際に学生課教務係へ

必ず提出してください。 

 

《裏面へ続きます》 
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（５）当日の駐車場は、外来者用駐車場（正門を入り右側）又は大駐車場（本校南西隅）を御利

用ください。なお、大駐車場では、黄色線が引かれた駐車スペース（駐車場内東側及び北側

の No.１０～１１１）を御利用ください。その他のスペースへの駐車は御遠慮ください。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】             

群馬工業高等専門学校  学生課教務係

ＴＥＬ ０２７－２５４－９０５２

 

      (出典 平成 28 年度学生課資料)
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資料２－５－②－７

授 業 見 学 メ モ（保護者用） 

 

※見学終了後、学生課教務係（管理棟１階）へ提出してください。 

 

 

１．日 時：平成２８年１０月   日 ；    時   分～   時   分 

 

２．クラス：     科目：          担当教員：           

 

３．下記(1)～(4)に関する感想などがありましたら御記入ください。 

(1) 板書・話し方・進め方 

(2) 質問や発言の引き出し方・授業への関心の引き方 

(3) 補助教材（参考書・資料・模型など）の利活用  

(4) その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．見学者  保護者氏名：                          

 

      (出典 平成 28 年度学生課資料)
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授業公開（保護者）感想 

 

・とてもおもしろく（興味深く、わかりやすく）授業されていたと思います。 

・一般教科の授業でしたが、こういう雰囲気で見られたのはよかったのではないかと思い 

ます。●●・●●の終り頃少しと●●を２コマ続けてみました。これから社会に参加す 

るはずの学生として（特に今の政治情勢の中では）自分が生きていくのに必要なことを 

考えられる大人になるために、今とても大事なことを学んでいるわけなのに、退屈にし 

ている学生が結構見られて残念でした。 

・授業のテンポが良く、聞いていて楽しい授業でした。学生同士が教え合うことも見られ、 

クラスの雰囲気も良かったです。ただ、各クラス寝ている学生もいて、自ら学ぶ意識が 

大切なんだなぁと思いました。 

・板書が見にくい（特に有機のアルファベットが読みにくかったです）、声の大きさは聞き 

取りやすかったと思います。多くの教室を見たかったですが、どこが教室か分かりづら 

かった。 

・全体的に見学させていただきましたが、学生が集中して授業に取り組んでいる様子が良 

くわかりました。 

・（全体的に）身近な題材で部外者の私でも楽しく見学できました。授業の雰囲気もよく、 

息子が毎日楽しみに登校していることに納得しました。 

・学生たちがとても静かに授業を受けていました。先生は何度も学生たちの方を振り向き 

ながら「ここまでで分らない人はいませんか」と確認をとりながら進めて頂いていまし 

た。学校での事をあまり話さない子ですが、実際に学校での様子を見る事ができて良か 

ったです。 

・「ここまでで分らない事は無いか」等、生徒に話しかけながら授業を進めていたので、良 

かったと思います。 

・生徒に声掛けをしていたので良かったと思います。・進度が早すぎず良かったと思います。 

・学生たちに一緒に読ませたり、指名したりするのは、学生たちも緊張感をもって授業に 

臨めるので、良いと思いました。午後の授業は眠くなる事も多いと思いますが、子供た 

ちも一生懸命授業を受けていました。 

・生徒の皆さん、真剣に授業を聴いていて、話を聴きながらノートをとったり、電子辞書 

で調べたり、考えたりとしっかり集中していたように見えました。落ち着いて取り組む 

様子が見られて、安心しました。 

・見学した教科だけではないのですが、全体的に学生が粛々と授業を受けている様子が大 

変印象的でした。また、校内（教室内を含め）はきれいに整えられており、学習しやす 

い環境が伺えました。実際の授業風景を見る事ができ、有意義でした。ありがとうござ 

います。 
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・三角関数について、説明が大変丁寧で解りやすいと思ったが、学生によっては理解して 

いない様子が見られた。質問や発言の引き出し方・授業への関心の引き方について更に 

工夫が必要なのではないでしょうか。三角関数は、色々応用される重要なパートと思う 

ので、しっかり教育して欲しい。 

・とても丁寧に教えていました。学生達にも声掛けして、細かく教えて頂きました。 

・分かり易い授業内容だと思いました。 

・体育は少しだけでしたが、テレビでしか見る事がないラグビーを行っていて良かったで 

す。 

・後ろまで声が良くとどき、丁寧に教えて下さり、学生さんたちもとても分かりやすいと 

思いました。ありがとうございます。 

・置換積分法等の授業で、公式の手順などからの進め方で多くの学生が熱心に解いていた 

と思います。注意する点などをワンポイント的に説明して頂いて良かったです。 

・公式から導いていく授業だったので、質問や発言はあまりありませんでしたが、個々で 

問題を解い時間もあり、理解度の確認になっていると思いました。 

・教室内は暖かく、先生が T シャツで元気に授業していらっしゃったので安心しました。 

レポート課題も出ていて、こういう風に出ていたのかと興味深かったです。 

・学生の皆さんが集中して授業を受けていました。黒板の文字は後方の座席でも十分見え 

る大きさだったので、安心しました。 

・先生の声も大きく、生徒たちも真剣に取り組んでいるように感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (出典 教育研究委員会資料)
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(出典 平成 25 年度第４回教育研究委員会資料一部抜粋)
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(出典 平成 25 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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本科卒業生へのアンケート用紙 

 

 

(出典 平成 25 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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専攻科修了生へのアンケート用紙 

 

 

(出典 平成 25 年度教育研究委員会資料一部抜粋一部抜粋)
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(出典 平成 25 年度第４回教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－②－14

       (出典 平成 25 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－②－15

企業・大学へのアンケート用紙（表） 
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－②－15 続き

企業・大学へのアンケート用紙（裏） 

 

       (出典 平成 25 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－②－16

専攻科受け入れ機関に対するアンケート結果の自由記述欄抜粋 

       (出典 平成 25 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－②－17

 

       (出典 群馬工業高等専門学校ベストティーチャー実施要項)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－②－18
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－②－18 続き

 

 

(出典 平成 28 年度群嶺テクノ懇話会理事会メンバーとの学科や教育課程の在り方

に関する懇話会資料)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－１

群馬高専における教育改善 PDCA サイクルについて（抜粋） 

 

 

       (出典 平成 24 年度運営委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－③－２
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－③－２続き

 

 

       (出典 平成 28 年度運営委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－３

学内情報共有システム（グループウェア WeblyGo）への別フォルダ掲載 

       (出典 学内情報共有システム（グループウェア WeblyGo）)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－４

授業評価アンケートによる高評価の結果 

 

       (出典 平成 27 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－５

授業評価アンケートで低評価を受けた授業への対応 

 

       (出典 平成 28 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－６

     (出典 平成 26 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－７

１年次入学生実態調査（抜粋） 

 

       (出典 平成 27 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－８

３年次学生の実態調査（抜粋） 

 

       (出典 平成 27 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－９

５年次学生の実態調査（抜粋） 

 

       (出典 平成 27 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－10

群馬工業高等専門学校教員学生会連絡会内規 

 

 

 

     (出典 群馬工業高等専門学校規則)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－11

授業見学メモの例① 

 

 

     (出典 教務課資料)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－③－12

平成２８年１０月吉日

 

保 護 者 各 位 

 

群馬工業高等専門学校長      

西 尾 典 眞     

 

平成２８年度後期授業公開について 

 

 保護者の皆様には、本校の教育活動に関して多大な御協力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

 このたび、下記のとおり「授業公開」を実施いたします。保護者の皆様には、本校の教育を御

理解いただき、また、学生にとっても勉学意欲を高める良い機会になると思われますので、御参

加くださいますよう御案内いたします。 

 なお、期間中、本校教員も授業見学に訪れる場合がありますことを申し添えます。 

 

記 

 

１．日  時 平成２８年１０月１９日（水）～２１日（金） 

午前９時から授業終了時まで 

 

２．対 象 者 本校学生の保護者 

 

３．対象授業 原則として全科目（専任教員・非常勤講師担当）を公開対象としますが、授業に

支障がある等のやむを得ない理由により、公開不可とする科目もあります。 

授業公開用の時間割表については、１０月上旬に本校ホームページへ掲載する予

定です。 

 

４．見学要領 

（１）見学前に学生課教務係（管理棟１階）で受付を済ませてください。受付の際、入校証をお

渡しいたします。見学に当たっては、必ず入校証を着用してください。 

（２）授業は、教室の後方で見学してください。 

学生への問いかけや、実験装置へ触れる等の行為は御遠慮願います。 

（３）公開対象授業については、事情により変更する場合がありますので、御承知おきくださ

い。 

（４）受付時にお渡しする「授業見学メモ」を記入していただき、お帰りの際に学生課教務係へ

必ず提出してください。 

 

《裏面へ続きます》 
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－③－12 続き

（５）当日の駐車場は、外来者用駐車場（正門を入り右側）又は大駐車場（本校南西隅）を御利

用ください。なお、大駐車場では、黄色線が引かれた駐車スペース（駐車場内東側及び北側

の No.１０～１１１）を御利用ください。その他のスペースへの駐車は御遠慮ください。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】             

群馬工業高等専門学校  学生課教務係

ＴＥＬ ０２７－２５４－９０５２

 

      (出典 平成 28 年度学生課資料)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－③－13

授業公開（保護者）の感想 
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－③－13 続き

 

 

     (出典 平成 27 年度教育研究委員会資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－14

校報第 128 号（平成 27 年７月～１２月）研究発表等◎編著書等（抜粋） 

 

       (出典 平成 27 年度 校報第 128 号一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－15

校報第 128 号（平成 27 年７月～１２月）研究発表等◎雑誌論文等（抜粋） 

 

       (出典 平成 27 年度 校報第 128 号一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－16

校報第 128 号（平成 27 年７月～１２月）研究発表等◎学会等発表（抜粋） 

 

       (出典 平成 27 年度 校報第 128 号一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－17

校報第 128 号（平成 27 年７月～１２月）研究発表等◎特許（抜粋） 

 

       (出典 平成 27 年度 校報第 128 号一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－18

校報第 128 号（平成 27 年７月～１２月）研究助成金受入状況◎寄付金（抜粋） 

 

       (出典 平成 27 年度 校報第 128 号一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－19

専攻科授業において社会のニーズを実験テーマとして反映している例 

 

       (出典 平成 28 年度 群馬高専シラバス一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

 

資料２－５－③－20

平成 27 年度高等教育セミナー 

       (出典 平成 27 年度第 816 回教員会議資料一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－③－21

群馬工業高等専門学校年度計画における実績報告 

 

【27 年度実績】 

高専機構が実施したもの  

 アクティブラーニングトレーナー教員研修会 ２名 

 アクティブラーニング研究フォーラム ２名 

本校が実施したもの 

 アクティブラーニング講習会 ５０名 

 

【28 年度実績(H29.1 時点）】 

高専機構が実施したもの  

 アクティブラーニングトレーナー教員研修会 １名参加 

 

12/16 函館高専第３回アクティブラーニング研究シンポジウム（１名） 
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－③－22

授業へのアクティブラーニング導入の事例 
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群馬工業高等専門学校 基準２ 

 

資料２－５－③－22 続き

      (出典 平成 28 年度 群馬高専シラバス一部抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

 

 

資料８－①－１  

学校教育法（抜粋） 

 

第百二十条  高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならな

い。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かない

ことができる。  

２  高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。  

３  校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。  

４  教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であっ

て、学生を教授する。  

５  准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であっ

て、学生を教授する。  

６  助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授す

る。  

７  助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。  

８  講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

 

(出典：学校教育法) 
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

 

資料８－①－２ 

群馬工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

(出典：群馬工業高等専門学校規則) 
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

 

 

資料８－①－３  

群馬工業高等専門学校運営組織規則（抜粋） 

 

 

・・・ 

 

 

(出典：群馬工業高等専門学校運営組織規則) 
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

資料８－①－４  

研究・地域連携推進担当の校長補佐の設置について 

 

(出典：研究・地域連携推進担当の校長補佐の設置について) 
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

 

資料８－①－５    

群馬工業高等専門学校運営組織規則（抜粋） 

 

(出典：群馬工業高等専門学校規則) 
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

 

資料８－①－６    

群馬工業高等専門学校執行運営部会規則 

 

(出典：群馬工業高等専門学校規則) 
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

 

資料８－①－７  

群馬工業高等専門学校運営組織規則（抜粋） 

 

(出典：群馬工業高等専門学校規則) 
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

資料８－①－７続き  

 

(出典：群馬工業高等専門学校規則) 
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

資料８－①－７続き  

 

 

(出典：群馬工業高等専門学校規則) 
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

資料８－①－８ 

群馬工業高等専門学校学内の情報共有システム（グループウェア WeblyGo）イメージ 

 

(出典：学内情報共有システム) 
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群馬工業高等専門学校 基準８ 

 

 

資料８－①－８続き 

 

 
(出典：学内情報共有システム) 
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資料８－②－１ 

 

 

（出典 群馬工業高等専門学校規則） 
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資料８－②－１続き 

 
 

（出典 群馬工業高等専門学校規則） 
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資料８－②－１続き 

 

（出典 群馬工業高等専門学校規則） 
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資料８－②－１続き 

 

（出典 群馬工業高等専門学校規則） 
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資料８－②－１続き 

 

（出典 群馬工業高等専門学校規則） 
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資料８－②－１続き 

 

（出典 群馬工業高等専門学校規則） 
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資料８－②－２ 

 
（出典 総務課資料） 
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資料８－②－３ 

 

（出典 群馬工業高等専門学校規則） 
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資料８－②－４ 

 

（出典 総務課資料） 
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資料８－③－１ 

 

（出典 総務課資料一部抜粋） 
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資料８－③－２ 

 

（出典 総務課資料） 
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資料８－③－３ 

公的研究費監査報告書（非公開） 

（出典 総務課資料） 
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資料８－③－４ 

 

（出典 高専機構資料一部抜粋） 
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資料８－③－４続き 

 

（出典 高専機構資料一部抜粋） 
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資料８－④－１ 

 

（出典 総務課資料） 
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資料８－④－２ 

公的研究費監査報告書（非公開） 

 

（出典 総務課資料） 
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資料８－④－３ 

 

（出典 高専機構資料一部抜粋） 
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資料８－④－３続き 

 

（出典 高専機構資料一部抜粋） 

135



 

資料８－⑤－１ 

 

 

 

 

 

（出典 コンプライアンス・マニュアル一部抜粋） 
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資料８－⑤－１続き 

 

 

（出典 コンプライアンス・マニュアル一部抜粋） 
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資料８－⑤－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 公的研究費資料マニュアル一部抜粋） 
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資料８－⑤－２続き 

 

 

（出典 公的研究費資料マニュアル一部抜粋） 
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資料８－⑥－１ 

 
（出典 リスク管理基本マニュアル一部抜粋） 
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資料８－⑥－１続き 

 

（出典 リスク管理マニュアル一部抜粋） 
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資料８－⑥－２ 

 

（出典 リスク管理基本マニュアル一部抜粋） 
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資料８－⑥－３ 

 

（出典 リスク管理基本マニュアル一部抜粋） 
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資料８－⑥－４ 

 
（出典 地震発生時行動マニュアル（簡易版）） 
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資料８－⑥－５ 

 

（出典 総務課資料一部抜粋） 
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群馬工業高等専門学校 基準９ 

 

 

資料９－①－１

学校教育法（抜粋） 

 

第百九条  大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該

大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項において「教育研究等」という。）の

状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。  

２  大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ご

とに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）による評価（以下「認証評

価」という。）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由があ

る場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。  

３  専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的

に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定め

る期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について

認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であって、文部科学大臣

の定める措置を講じているときは、この限りでない。  

４  前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（前二項の認証評価を行うために認証

評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。）に従って行うものとする。  

 

(出典：学校教育法)
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資料９－①－２

群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則 

 

 
 

 

 

(出典：群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則)

147



群馬工業高等専門学校 基準９ 

 

 

資料９－①－３

自己点検・評価基準 

自己点検・
評価項目

点検・評価事項 点検・評価の観点

１．教育理念
    目標等

(1)教育理念 (1)教育理念

　①教育理念・目的の設定 　①教育理念・目的が設定されているか
　②教育目標の設定 　②教育目標が設定されているか
　⑤教育理念，目的，目標の見直し 　④教育理念，目的，目標が社会的状況等の変化に応じて検討され，見直しがなされているか

２．教育活動 (1)学生の受入について (1)学生の受入について
　①本科の入学者受入の方針（アドミッションポリシー）・方法 　①本科の入学者受入の方針（アドミッションポリシー）・方法が教育目的に沿って設定され，

      公開されているか
　②本科の学生募集，入学者選抜の方針・方法 　②本科の学生募集，入学者選抜の方針・方法が設定され，運用されているか
　③本科入学生の検証 　③本科の入学生はアドミッションポリシーに沿った学生であることを検証しているか
　④本科の学生定員充足状況 　④本科の学生定員充足状況（志願者数，合格者数，入学者数，在学者数等）が適切であるか
　⑤本科の編入学の方針と状況 　⑤本科の編入学者の受け入れ方針・方法が設定され，運用されているか
　⑥女子学生を増やすための取り組み 　⑥女子学生を増やすための取り組みがなされているか
　⑦専攻科入学者受入の方針（アドミッションポリシー）・方法 　⑦専攻科の入学者受入の方針（アドミッションポリシー）・方法が教育目的に沿って設定され，

      公開されているか

　⑧専攻科学生募集，入学者選抜の方針・方法 　⑧専攻科の学生募集，入学者選抜の方針・方法が設定され，運用されているか
　⑨専攻科の入学生の検証 　⑨専攻科の入学生はアドミッションポリシーに沿った学生であることを検証しているか
　⑨専攻科学生定員充足状況 　⑩専攻科の学生定員充足状況（志願者数，合格者数，入学者数，在学者数等）が適切であるか

(2)学生生活への配慮 (2)学生生活への配慮
　①奨学金制度の状況 　①奨学金ならびに授業料免除制度が周知され運用されているか
　③学生生活相談 　③学校生活に係る指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能しているか
　④寮生活の指導，入寮状況 　④学生寮が学生の生活及び勉学の場として有効に機能しているか
　⑤課外活動 　⑤学生の課外活動及び学生会活動に対する支援体制が整備され，適切な責任体制の下に

      機能しているか
　⑥福利厚生（食堂等） 　⑥自主的学習環境及び厚生施設等の学校生活環境が整備され，効果的に利用されているか

(3)学科構成とカリキュラムポリシー (3)学科構成とカリキュラムポリシー
　①学科構成 　①学校の教育目的に照らして本科の学科構成が適切であるか
　②本科教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・
      ポリシー）・方法

　②本科の教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）・方法が教育目的に沿って
      設定され，公開されているか

　③本科のカリキュラムポリシーのディプロマポリシーとの関係 　③本科のカリキュラムポリシーがディプロマポリシーと整合性を持っているか
　④本科の一般教科担当教員の配置 　④本科の教育目的を達成するため一般科目担当教員が適切に配置されているか
　⑤本科の専門科目担当教員の配置 　⑤本科の教育目的を達成するため各科の専門科目担当教員が適切に配置されているか
　⑥本科のカリキュラムの編成及び見直し 　⑥本科の学科構成ならびにカリキュラムの見直しがなされているか
　⑦専攻科の構成 　⑦学校の教育目的に照らして専攻科の構成が適切であるか
　⑧専攻科教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・
      ポリシー）・方法

　⑧専攻科の教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）・方法が教育目的に沿って
      設定され，公開されているか

　⑨専攻科のカリキュラムポリシーのディプロマポリシーとの
      関係

　⑨専攻科のカリキュラムポリシーがディプロマポリシーと整合性を持っているか

　⑩専攻科の一般教科担当教員の配置 　⑩専攻科の教育目的を達成するため教員が適切に配置されているか
　⑪専攻科のカリキュラムの編成及び見直し 　⑪専攻科の学科構成ならびにカリキュラムの見直しがなされているか

(4)教育指導の在り方 (4)教育指導の在り方
　①各授業科目ごとの授業計画（シラバス）の作成状況 　①各授業科目の授業計画（シラバス）が作成されているか
　②ガイダンスの実施状況 　②教育を行う上でガイダンスを実施しているか
　③学習支援の相談・助言体制 　③学生のニーズを把握し，学習支援の体制が整備され機能しているか
　④キャリア教育の状況 　④進路指導を含めたキャリア教育が適切に行われているか

(5)教授方法の工夫・研究 (5)教授方法の工夫・研究
　①教授方法の工夫・研究のための取り組み 　①教授方法の工夫・研究のための取り組みがなされているか
　②教員の教育研究活動に対する評価 　②教員の教育研究活動に対する評価が適切に行われているか
  ③教育改善の取り組み   ③教育改善の仕組みが整備され，有効に機能しているか

(６)本科の教育課程・教育方法 (６)本科の教育課程・教育方法
　①カリキュラム編成 　①本科のカリキュラムポリシーに基づきカリキュラムが体系的に編成されているか
　②カリキュラム編成の配慮 　②学生の多様なニーズ，学術の発展，社会からの要請等を配慮してカリキュラムを編成して

      いるか
　③PBLの導入 　③創造性・実践力を育む教育方法の工夫が図られているか
　④授業形態のバランス 　④本科のカリキュラムポリシーに照らして講義，演習，実験，実習等の授業形態が適切に適用

      されているか
　⑤シラバスの作成・活用 　⑤シラバスの作成され活用されているか
　⑥アクティブラーニングの実施状況 　⑥アクティブラーニングが実施されているか
　⑦職業体験教育（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）の実施状況 　⑦職業体験教育（インターンシップ）が実施されているか
　⑧他学科聴講の方針と状況 　⑧他学科聴講の方針が設定され，運用されているか
　⑨転学科の方針と状況 　⑨転学科の方針が設定され，適切に運用されているか
　⑩外部機関との単位互換の方針と状況 　⑩外部機関との単位互換の方針が設定され，適切に運用されているか

(７)専攻科の教育課程・教育方法 (７)専攻科の教育課程・教育方法
　①カリキュラム編成 　①専攻科のカリキュラムポリシーに基づきカリキュラムが体系的に編成されているか

　②カリキュラム編成の配慮 　②学生の多様なニーズ，学術の発展，社会からの要請等を配慮してカリキュラムを編成しているか

　③本科カリキュラムとの発展と連携 　③本科カリキュラムの発展と連携を考慮した，カリキュラム編成となっているか
　④授業形態のバランス 　④専攻科のカリキュラムポリシーに照らして講義，演習，実験，実習等の授業形態が適切に

      適用され教育内容に応じた学習指導上の工夫がなされているか

　⑤専攻科の教養教育と研究指導 　⑤専攻科のカリキュラムポリシーに基づき教養教育や研究指導が適切に行われているか
　⑥シラバスの作成・活用 　⑥シラバスの作成され活用されているか
　⑦職業体験教育（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）の実施状況 　⑦職業体験教育（インターンシップ）が実施されているか
　⑧大学との単位互換の方針と状況 　⑧大学との単位互換の方針が設定され，適切に運用されているか

 

(出典：自己点検・評価基準)

148



群馬工業高等専門学校 基準９ 

 

資料９－①－３続き

(8)成績評価，単位認定 (8)成績評価，単位認定
　①本科の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・
      ポリシー）・方法

　①本科の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）・方法が教育目的に沿って設定
      され，学生に周知されているか

　②本科の成績評価，単位認定の在り方・方法 　②本科の成績評価，単位認定の基準が策定され，適切に実施されているか
　③本科の学習・教育の成果 　③本科の教育目標の観点から学習・教育の成果が認められるか
　④本科の卒業生受け入れ機関からの意見聴取 　④本科の卒業生受け入れ機関等からの意見聴取により学習・教育の成果が認められるか
　⑤専攻科修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・
      ポリシー）・方法

　⑤専攻科の修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）・方法が教育目的に沿って設定
      され，公開されているか

　⑥専攻科の成績評価，単位認定の在り方・方法 　⑥専攻科の成績評価，単位認定の基準が策定され，適切に実施されているか
　⑦専攻科の学習・教育の成果 　⑦専攻科の教育目標の観点から学習・教育・研究の成果が認められるか
　⑧専攻科の修了生受け入れ機関からの意見聴取 　⑧専攻の科修了生受け入れ機関等からの意見聴取により学習・教育の成果が認められるか
　⑨教員の研究と専攻科生の研究の連携 　⑨教員の研究と学生の研究が連携し，研究活動の成果が認められるか

(9)卒業生・修了生の進路状況 (9)卒業生・修了生の進路状況
　①本科卒業生の進学・就職状況 　①教育の目的と成果の観点からみて，本科卒業生の進学・就職状況が適切であるか

　②専攻科修了生の進学・就職状況 　②教育の目的と成果の観点からみて，専攻科修了生の進学・就職状況が適切であるか

　③専攻科修了生の学位取得状況 　③専攻科修了生の学位取得状況から学習・教育・研究の成果が認められるか

(1)研究費活動の目的と体制 (1)研究費活動の目的と体制

　①研究活動の目的，目標 　①研究活動の目的，目標が定められているか
　②研究体制と研究支援体制 　②研究体制および研究支援体制が整備され機能しているか
　③研究成果 　③研究活動の目的に沿った成果が得られているか
　④研究活動の改善 　④研究活動の問題点を把握し改善を図る体制が機能しているか
　⑤研究資金獲得への取り組み 　⑤研究資金獲得（学外からの資金獲得，科学研究費補助金の採択）への取り組みがなされて

      いるか
　⑥共同研究・受託研究の実施状況 　⑥共同研究・受託研究が積極的に実施されているか

(2)地域貢献活動 (2)地域貢献活動
　①地域貢献活動の目的，目標 　①地域貢献活動の目的，目標が定められているか
　②地域貢献活動の計画と体制 　②地域貢献活動の体制が整備され計画的に活動しているか
　③地域貢献活動の成果 　③地域貢献活動の目的に沿った成果が得られているか
　④地域貢献活動の改善 　④地域貢献活動の問題点を把握し改善を図る体制が機能しているか

４．教員組織 　①専任教員・非常勤講師の配置状況 　①専任教員と非常勤講師が適切に配置されているか
　②教育補助者，研究補助者の配置状況 　②教育補助者，研究補助者が適切に配置されているか
　④年齢構成 　④教育研究活動の視点から教員の年齢構成が適切であるか
　⑤採用，昇進の手順・基準 　⑤採用，昇進の手順・基準が設定されているか

５．施設設備 　①施設設備の整備・運用状況 　①教育目的を達成するため施設設備が適切に整備され，活用されているか
　②施設・設備の安全管理 　②施設・設備の安全管理が適切に行われているか
　③ICT環境の整備と活用状況 　③ICT環境が整備され，セキュリティー管理のもと活用されているか
　④図書館の活用状況 　④図書館に教育研究上必要な資料が収集・整理され，活用されているか

６．国際交流 　①留学生の受け入れ状況（受け入れ数，奨学金，
     宿舎等），指導体制

　①留学生のための制度が整備・運用され，適切な指導がなされているか

　②在学生の海外留学・研修の方針と状況 　②在学生の海外留学・研修の方針が設定されているか

　③教員の在外研究の方針と状況 　③教員の在外研究の方針が設定されているか

７．情報公開 　①情報公開 　①教育研究活動等の状況とその成果について情報が公開されているか（学校教育法施工
     規則第172条の２）

　①教育研究に関する意志決定の方法・体制 　①学校の管理運営ならびに教育活動等に関する重要事項決定の方法・体制が整備されているか

　②事務組織 　②学校運営の規則が制定され，事務組織が整備されているか
　③予算の編成と執行の方針と状況 　③学校の方針に基づき予算が編成され，適切に執行されているか
　④学外資金の導入状況 　④外部資金が管理され，適切に執行されているか
　⑤コンプライアンスの遵守（研究倫理・公的資金）への
      取り組み状況

　⑤研究者倫理及び公的資金に関するコンプライアンスへの取り組みがなされているか

　⑥安全管理 　⑥リスク管理の体制が整備され，機能しているか

　①自己評価の実施方針・方法 　①自己点検・評価の方針・方法が整備され，実施されているか
　②自己評価を行うための学内組織 　②自己点検・評価を行うための学内組織が整備され，機能しているか

　③自己評価結果に基づく教育研究活動等の公表 　③自己点検・評価結果が公表されているか

　④自己評価結果をフィードバックするためのしくみ 　④自己点検・評価結果をフィードバックするための仕組みが整備され，機能しているか

10．外部評価 　①外部評価の実施方針・方法 　①外部評価を受審するための方針・方法が整備され，実施されているか
　②外部評価を行うための学内組織   ②外部評価を受審するための組織が整備されているか
　③有識者による外部評価の受審 　③有識者による外部評価を受けているか
　④高等専門学校機関別認証評価等の受審 　④高等専門学校機関別認証評価等を受審しているか
　⑤外部評価結果に基づく教育研究活動等の公表 　⑤外部評価及び機関別認証評価等の結果が公表されているか
　⑥外部評価結果をフィードバックするためのしくみ 　⑥外部評価及び機関別認証評価等の結果をフィードバックするための仕組みが整備され，

      機能しているか

８．管理運営，

    財政

９．自己点検・

    評価

３．研究・
    地域貢献

 

(出典：自己点検・評価基準)
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群馬工業高等専門学校 基準９ 

 

 

資料９－②－１

群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則 

 

 
 

 

 

(出典：群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則)
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群馬工業高等専門学校 基準９ 

 

 

資料９－②－２

H28 年度第 1 回自己点検・評価 WG 議事メモ 

 

2016.12.02 

H28 年度第 1 回自己点検・評価 WG 打ち合わせ 

企画主事 木村 

 

【議事】 

１．H26 年度外部認証評価について 

・自己評価書                          【資料１】 

・評価結果，指摘事項                      【資料２】 

 

２．本校の自己点検評価について 

・点検スケジュール                       【資料３】 

・点検項目（全体と H28 年度実施項目）             【資料４】 

 

３．H28 年度自己点検の進め方 

・分担項目の決定 

・書式 

・今後の予定 

 12 月下旬 第 2 回打ち合わせ（問題点の共有，書き方の統一等） 

 1 月中旬 第 3 回打ち合わせ（進捗状況の確認） 

 1 月末  第 4 回打ち合わせ（完成） 

 2 月自己点検委員会開催→執行運営部会→運営委員会 

 3 月修正→完成→HP で公表 

 夏頃  外部評価を受ける 

 

４．その他 

・日程調整 

 

(出典：H28 年度第 1 回自己点検・評価 WG 議事メモ)
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資料９－③－１ 

群馬工業高等専門学校 自己点検・評価委員会規則 

（出典：群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則） 

152



資料９－③－２ 

平成 28年７月運営委員会議事録 

（出典：平成 28年７月運営委員会議事録 一部抜粋） 
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資料９－③－２ 続き 

（出典：平成 28年７月運営委員会議事録 一部抜粋） 
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資料９－③－３ 

平成 14年５月発行「現状と課題」 

（出典：平成 14年５月発行「現状と課題」表紙） 
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資料９－③－３ 続き 

（出典：平成 14年５月発行「現状と課題」目次 一部抜粋） 
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資料９－③－４ 

群馬工業高等専門学校ウェブサイト 外部評価結果報告書 

（出典：群馬工業高等専門学校ウェブサイト http://www.gunma-ct.ac.jp/gakko/08.htm 一部抜粋） 
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http://www.gunma-ct.ac.jp/gakko/08.htm


資料９－④－１ 

群馬工業高等専門学校 自己点検・評価委員会規則 

（出典：群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則） 
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－①－１

 

 
 (出典 群馬工業高等専門学校外部評価実施規則)
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－①－２

 

 

 

 (出典 群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則)
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－①－３

 

 (出典 運営委員会議事録（平成 28 年 7 月 6 日）)
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－①－4

 

 

 (出典 運営委員会議事録（平成 28 年 7 月 6 日）抜粋)
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－②－１

※資料 10-①-２と同一

 

 

 

                 (出典 運営委員会議事録（平成 28 年 7 月 6 日）) 
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－②－２

※資料 10-①-1 と同一

 

 
 (出典 群馬工業高等専門学校外部評価実施規則)
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－③－１

 

 (出典 群馬工業高等専門学校ウェブサイト http://www.gunma-ct.ac.jp/gakko/08.htm)
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－④－１

 

 (出典 群馬工業高等専門学校ウェブサイト http://www.gunma-ct.ac.jp/gakko/08.htm)
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－④－２

 

 (出典 学生課保管資料)
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－⑤－１

※資料 10-④-１と同一

 (出典 群馬工業高等専門学校ウェブサイト http://www.gunma-ct.ac.jp/gakko/08.htm)
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資料 10－⑥－１ 

 

 

           (出典 群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則) 
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－⑥－２

群馬高専における教育改善ＰＤＣＡサイクルについて 

 

 

 

 

（出典 2012 年 JABEE 審査資料）
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群馬工業高等専門学校 基準10 

-1- 

 

 

資料 10－⑥－３

 

 

 

           (出典 群馬工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則) 
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資料 10－⑥－４ 

 

 

  

運 営 委 員 会 議 事 概 要  

日 時 平成２６年１１月１９日（水） １４：４０～  

場 所 会議室Ａ  

出席者 西尾校長、鶴見教務主事、大島学生主事、木村寮務主事、宮越専攻科長、  

櫻岡一般教科長(人文科学)、神長一般教科長(自然科学)、重松機械工学科長、  

渡邉電子メディア工学科長、雑賀電子情報工学科長、太田物質工学科長、  

田中環境都市工学科長、谷中IT教育研究センター長、黒瀬地域連携テクノ  

センター長、堀尾生物教育研究連携センター長、五十嵐教育研究支援セン  

ター長、植田事務部長、尾島総務課長、鈴木学生課長、今井補佐、小林補  

佐、石森補佐、六本木総務・広報・評価係長  

合計２３名宮 

 

 

５ 専攻科長【運営委員会資料７】 

 

 ： 

 

越専攻科長から、運営委員会資料７及び資料7-1に基づき報告があり、以下につ  

いて確認した。  

・JABEE実地審査（10/26（日）～28（火））について、講評結果としては６年間  

の認定が認められたが、改善が求められる点としては、デザイン力・チームワー  

ク力育成、特に評価体系の改善が求められており、今後検討していきたい。  

・機関別認証評価実地審査（11/12（火）～13（木））について、専攻科における指  

摘事項等は次のとおりである。  

○本科と専攻科を切り分けた上での目標達成が求められているが、JABEEと両  

立できるよう対応していきたい。  

○専攻科の試験問題としてふさわしくない問題が出題されていると指摘を受け  

ているが、教員が大幅に入れ替わって実施された授業において、シラバスに記  

載されている内容との対応が見られない設問があったという点の指摘である。  

○専攻科学修科目のシラバスへの事前学習・自学学習の内容明記が不十分である  

との指摘を受けているので担当教員等に周知していきたい。  

（割愛） 

 (出典 運営委員会議事録 平成 26 年 11 月 より一部抜粋) 
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資料 10－⑥－４続き 

 

 

 運 営 委 員 会 議 事 概 要  

日 時 平成２７年２月４日（水）１４：４８ ～ １７：０２  

場 所 会議室Ａ  

出席者 西尾校長、鶴見教務主事、大島学生主事、木村寮務主事、宮越専攻科長、  

櫻岡一般教科長(人文科学)、神長一般教科長(自然科学)、重松機械工学科長、  

渡邉電子メディア工学科長、雑賀電子情報工学科長、太田物質工学科長、  

田中環境都市工学科長、谷中IT教育研究センター長、黒瀬地域連携テクノ  

センター長（代理：平副センター長）、堀尾生物教育研究連携センター長、  

五十嵐教育研究支援センター長、植田事務部長、尾島総務課長、鈴木学生  

課長、今井補佐、小林補佐、石森補佐、六本木総務・広報・評価係長  

合計２３名 

 

 ： 

 

５ 専攻科長【運営委員会資料８】 

 

 ： 

 

宮越専攻科長から、運営委員会資料８及び資料8-1～6に基づき以下のとおり報告があった。  

（割愛） 

・平成27度専攻科科目担当について、生産システム工学実験に地域連携と絡ませＰＢＬスタイ  

ルの実験を導入し、企業から持ち込まれている研究課題から選択し実施する予定である。  

（割愛）  

・シラバスの改定について、シラバスの入力は全教員に配付された入力依頼に基づき、平成27  

年1月26日（月）～3月13日（金）の間に入力いただきたい。また、専攻科  

においては、ＪＡＢＥＥ科目の他に、機関別認証評価で授業外の学習時間が確保されている  

ことがわからないという指摘を受けているため、授業計画の宿題、課題及びレポートの欄に  

自己学習時間を必要とすることがわかるよう記述願いたい。  

（割愛） 

 

(出典 運営委員会議事録 平成 27 年２月 より一部抜粋) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

173
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